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第2節　変化する就業形態と勤労者生活

我が国企業の雇用慣行には、人材の採用、配置、育成をできるだけ長期的な視点にたって
行おうとする姿勢がみられ、雇用の安定や人材育成の面で高い機能性を発揮してきた。しか
し、1990年代に景気後退が長期化し経済情勢の厳しさが強まるにつれ、長期雇用慣行のも
とにある労働者が絞り込まれた。こうしたもとで、特に、若年失業が増加し、不安定な就業
状態に陥る者も増加した。
我が国経済は、その後、2002年のはじめから、緩やかながらも長期の景気回復過程に入
り、新規学卒者の採用が増加するとともに、長期雇用慣行の評価も再び回復してきた。ま
た、若年の不安定就業者を正規雇用化するための取組も強化された。
ただし、1990年代以降に生じた若年の失業や不安定就業の問題は、未だ、完全に乗り越
えられた訳ではない。新規学卒者が正規の雇用に入職する道筋はかなり回復してきたとはい
え、新規学卒入職時に就職が上手く行かなかった者は、その後、十分な就業機会や職業能力
開発機会を持ちにくく、若年層での年収格差の拡大を引き起こしている。しかも、2008年
秋以降の厳しい経済収縮によって、再び、雇用情勢は大きく悪化しているのである。
本節では、1990年代以降の雇用動向と勤労者生活について、特に、若年層で広がった不
安定就業を中心に分析し、課題を検討する。

1）雇用と失業の動向

（大企業で大きかった1990年代の入職抑制）
第3－（2）－1図により、事業所規模別に入職と離職の動向をみると、1991年3月からの
景気後退過程では、大規模事業所での入職抑制が大きかった。離職率は、30～99人規模事
業所において、景気後退過程の終わりに向けて、やや上昇する傾向がみられたが、100～499
人規模及び500人以上規模においては、ほぼ横ばいであった。これに対し、入職率は、事業
所規模が大きいほど低下幅が大きく、雇用調整が、在職者に対する雇用調整ではなく、厳し
い採用の抑制によって行われたことがうかがえる。500人以上規模事業所においては、1992
年に入って、特に入職抑制が厳しくなり、離職率を下回ることによって、雇用の削減が進ん
だ。また、この厳しい入職抑制の態度は、1993年11月からの景気回復過程においても継続
し、1990年代全般を通じて、新規学卒者の就職機会は大きく削減されることとなった。
こうした厳しい入職抑制の姿勢には、経済活動の停滞に対し、雇用の維持が重視されたこ
とが影響したと考えられる。一方、2000年12月からの景気後退過程では、それまでの様相
とは異なり、離職率の上昇がみられ、特に、500人以上の大規模事業所での上昇が大きかっ
た。こうした中で、雇用者の削減を伴いながら、採用の増加もみられ、入職率の水準は
1990年代に比べ高まり、特に、大規模事業所では、2000年から2003年にかけて継続的に上
昇した。
このように、1990年代は大規模事業所を中心に入職抑制が厳しく、このことが、1990年

代を通じた若年者の厳しい雇用情勢を生んだ背景にあったと考えられる。なお、このような
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事業所規模別にみた動きは、企業規模別にみても同様な傾向を指摘することができ、1990
年代の入職抑制の傾向は大企業で大きかった（付表3－（2）－1表参照）。

第3－（2）－1図　入職と離職の動向（事業所規模別）
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厚生労働省「毎月勤労統計調査」
1）数値は季節調整値（四半期）。
2）景気後退過程及び離職超過部分にはシャドーを付した。
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（若年層での大きな完全失業率の上昇と弱い改善力）
第3－（2）－2図により、1990年代以降の完全失業率の推移を年齢階級別にみると、若
年層の完全失業率の上昇が大きく、特に、20～24歳では1990年から2003年にかけ、3.7％か
ら9.8％へと上昇した。また、その後、景気の回復に伴い、完全失業率は低下傾向を示した
が、60～64歳層など、高齢層での完全失業率の低下にくらべ、若年層の低下ポイントは小
さく、若年層の雇用情勢は相対的に厳しかった。特に、若年層の完全失業率の改善について
は、20歳台前半層の改善に比べ、20歳台後半以降層の改善ポイントは小さく、新規学卒採
用時に入職機会を逸すると、その後の就職環境が厳しいことがうかがわれる。
なお、2008年には、低下してきた完全失業率も6年ぶりに増加することとなり、ほとんど
の年齢階層において完全失業率は上昇したが、20～24歳層に限っては若干の低下がみられ、
これは、2008年3月卒の新規学卒者の採用状況を反映したものと考えられる。

（1990年代半ば以降に大きく増加した若年の非正規雇用者）
年齢階級別の完全失業率の動きからうかがわれるように、1990年代には新規学卒者が正
規の職員・従業員として採用される機会が大きく絞り込まれた。これに伴って、20～24歳
層において完全失業者が増加したが、同時に、正規の職員・従業員以外の就業形態で働く若
者も著しく増加した。
第3－（2）－3図により、正規の職員・従業員以外の者の割合を年齢階級別にみると、ど
の年齢層においても、上昇傾向が見られるが、若年層ほど大きく上昇しており、特に、15～
24歳層において1990年代半ばから2000年代の初めにかけて大きな上昇がみられた。なお、

第3－（2）－2図　年齢階級別完全失業率の動向

資料出所
（注）

総務省統計局「労働力調査」
1）データは完全失業率の年平均値。
2）20～ 24歳層の完全失業率は2003年がピーク（年齢計は2005年の5.4％がピーク）。
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完全失業者の動きと同様に2000年代半ば以降において15～24歳層で若干の低下がみられる。
また、第3－（2）－4図により、正社員以外の労働者が現在の就業形態を選んだ理由をみ
ると、男性の若年層では、自分の都合のよい時間に働けるからとした者も多いが、特に20
代後半層において、正社員として働ける会社がなかったからとした者が多い。1990年代半
ばから2000年代の初めにかけ採用抑制が厳しかったことから、やむなく正社員以外の就業
形態で働いている若年労働者が少なくないと思われる。一方、女性については30歳台後半
から40歳台前半にかけ、自分の都合の良い時間に働けるからとしたものが多く、40歳台後
半から50歳台前半にかけ、家計の補助を目的とした者が多くなっている。
このように1990年代後半から2000年代初めにかけての採用抑制傾向は、若年層の失業や
不安定な就業を増加させる直接的な契機となったと考えられる。しかし、20歳台前半層の
正社員以外の労働者で、自分の都合の良い時間に働けるからなどの理由で、その就業形態を
選んでいる者が少なくないなど、長期の職業キャリアを十分に展望することなく、安易に職
業選択を行っていることも危惧される。学校を卒業して初めて就職する職場は、その後の長
期の職業生活設計にとって大切であり、就学中から将来を見すえた学習活動に意欲的に取り
組むとともに、学校生活から職業生活への円滑な移行を実現することが重要である。こうし
た視点からの若年者への支援を強化していくため、キャリア教育や職業教育の充実などに社
会全体として取り組むことが期待される。

第3－（2）－3図　正規の職員・従業員以外の者の割合（年齢階級別）
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総務省統計局「労働力調査特別調査」（2月調査）及び「労働力調査（詳細結果）」（1～ 3月期調査）をも
とに厚生労働省労働政策担当参事官室にて作成
非農林雇用者（役員を除く）に占める割合。なお、15～ 24歳層では在学中の者を除いた。
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第3－（2）－4図　現在の就業形態を選んだ理由（正社員・出向社員以外の労働者）
（男性）
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厚生労働省「就業形態の多様化に関する総合実態調査」（2007年）
1） 男性については、年齢計における上位3つの理由をとった（自分の都合の良い時間に働けるか
ら（年齢計33.8％）、専門的な資格・技能を活かせるから（24.3％）、正社員として働ける会社
がなかったから（23.9％））。

2） 女性については、年齢計における上位6つの理由をとった（自分の都合の良い時間に働けるか
ら（年齢計46.0％）、家計の補助、学費等を得たいから（40.9％）、家庭の事情（家事・育児・介護等）
や他の活動（趣味・学習等）と両立しやすいから（30.0％）、通勤時間が短いから（27.3％）、
自分で自由に使えるお金が得たいから（21.9％）、正社員として働ける会社がなかったから
（16.5％））。
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2）不安定就業者の所得と生活

（正規雇用者と非正規雇用者の収入格差）
1990年代は、経済停滞が大企業を中心とした正規の職員・従業員の採用抑制へとつなが
り、若年層での失業や不安定就業を拡大させた。また、それに伴って、若年者の職業的な自
立を難しくさせた。
第3－（2）－5図により、正規雇用者と非正規雇用者の年収分布を比較してみると、正規
雇用者の年収の中位数が年齢の上昇に伴い増加するのに対し、非正規雇用者はほとんど増加
しないため、年齢が高まるにつれ両者の年収に大きな格差が生じることとなる。
若年層においては、正規雇用者と非正規雇用者の年収分布領域に重なり合う部分がある程
度存在しており、20歳台においては、明確な収入格差を感じにくいのではないかと思われ
るが、その後は、正規雇用者と非正規雇用者の間で、年収分布が重なり合う部分がほとんど

第3－（2）－5図　正規雇用者と非正規雇用者の年間収入分布
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総務省統計局「就業構造基本調査」をもとに厚生労働省労働政策担当参事官室にて推計
1） 年間収入分布は、第9十分位数を上限、第1十分位数を下限とした。
2） 第1十分位数、中位数、第9十分位数は、正規雇用者（正規の職員・従業員）、非正規雇用者（正
規の職員・従業員以外の者）それぞれの年間収入階級別雇用者数をもとに線型補間法により推計
した。
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ない。正規雇用者は、職務の遂行を通じて技術・技能を習得し、また、座学など職場を離れ
ての職業能力開発機会を持つことも多いが、非正規雇用では、そのような機会は少なく、さ
らに、職務経験が賃金に反映されることも少ない。これらの影響により、両者の間には次第
に職業能力面でも少なからぬ格差が広がり、非正規雇用者の収入は抑制されるとともに、そ
うした境遇のもとにある若年者の職業的自立を難しくさせているものとみられる。

（若年層の収入格差の拡大）
所得格差を表す指標にジニ係数がある。ジニ係数は所得階級別の人員の構成割合を用いて
推計されるため、単に、所得の低い者と高い者との所得額の差を示すだけでなく、所得の分
布状況を加味した格差指標であるといえる。
第3－（2）－6図により、年齢階級別に雇用者の年間収入についてのジニ係数をみると、
近年は、どの年齢階層においても緩やかな上昇傾向を指摘することができるが、20歳台に
ついては、1990年代を通じた明確な格差の拡大がみられ、中高年層と比較すると、ジニ係
数は依然として低くなっているものの、特に、20～24歳層について格差の拡大が大きい。
一方、第3－（2）－7図により、年齢階級別に雇用者の年間収入について第1十分位数

（年収の低い方からちょうど10％目にあたる者の年収額）、中位数（雇用者をちょうど二分
する水準の年収額）、第9十分位数（年収の高い方からちょうど10％目にあたる者の年収額）
をみると、20歳台においては、1997年から2007年の10年間に第1十分位数、中位数、第9
十分位数いずれもが低下しており、この層においては、格差が拡大しているといっても、下

第3－（2）－6図　年齢階級別のジニ係数の推移（雇用者の年間収入）
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資料出所 総務省統計局「就業構造基本調査」をもとに厚生労働省労働政策担当参事官室にて推計
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位の年収層と上位の年収層とがかけ離れていくという形での格差拡大ではないことが分か
る。また、30歳台後半層をみると、下位の年収層を示す第1十分位数については明確な低下
傾向は認められず、上位の年収層である第9十分位数、また中央値を示す中位数で低下して
いる。
このように、こと30歳台後半以降層においては、収入下位層の収入下落が発生している
わけではなく、近年の格差の拡大は、低位の年収階級において一方的に収入が減少するとい
う現象ではないことを指摘することができる。

（下位層が増加している訳ではないものの中間層が薄くなり、格差は拡大）
若年層では、年収下位層の年収が減っているものの、上位層においても低下がみられ、ま
た、中高年齢層においては、全般的な年収低下のもとでも、下位層の年収は維持されてい
る。こうしたもとで生じている年収格差の拡大は、中位数を中心とした層が年収下位及び上
位へと移り、中間層が少なくなることによって生じる格差の拡大であると考えられる。
第3－（2）－8図により、雇用者の年収の中位数を100として、25～39歳層の年収分布を
みると、特に、25～29歳層では、中位数近傍が最も構成比が高く正規分布の形状（左右対
称の釣り鐘型）に近い姿を示しており、それより年齢の高い層においても、中位数近傍の中
間層の構成比が高いが、いずれの年齢層においても、この10年間で中間層の構成比が落ち、

第3－（2）－7図　年齢階級別年間収入
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資料出所
（注）

総務省統計局「就業構造基本調査」をもとに厚生労働省労働政策担当参事官室にて推計
1）年間収入の第1十分位数、中位数、第9十分位数は、年間収入階級別の雇用者数をもとに線型補
間法により推計した。

2）点線は1997年、実線は2007年を示す。
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その上下の層において構成比が上昇しており、中間層が少なくなる形で年収格差が拡大して
いることが分かる。
なお、先の第3－（2）－7図において、20歳台から30歳台前半層において、年収下位層

の年収額が低下していることをみたが、同時に、中位数も低下しており、第3－（2）－8図
でみる限りは、最下位層の構成比が増加している訳でもない。20歳台を中心とした格差の
拡大は、中間層が少なくなる形の格差の拡大であると考えられる。
また、第3－（2）－9図により、40歳台以上層の年収分布をみると、いずれにおいても、
この10年間で中位数近傍の構成比が低下しており、第3－（2）－6図における近年の中高
年層のジニ係数の上昇傾向と合わせ、近年においては、雇用者の年間収入をみる限り、明確
な格差拡大が指摘できる若年層ばかりでなく、すべての年齢層において格差は拡大傾向にあ
るものと考えられる。

（下位層の所得水準を下支えするために機能する最低賃金）
近年、所得格差は拡大傾向にあるが、それは、雇用者で見る限り中間層が少なくなること
によるもので、最下位層を増加させることによって生じているものではないとみられる。ま
た、こうした賃金形成に対し、最低賃金制度が果たしている役割は大きいと考えられる。
地域別最低賃金は、労働者の生計費及び賃金並びに通常の事業の賃金支払い能力の3つの
要素を考慮して毎年改定されている。2001年度の地域別最低賃金額の全国加重平均は663円
だったが、この時期は景気後退過程であったこともあり、2002年には全国加重平均で0円の
引上げと、2003年から2006年にかけても同1円から5円までの引上げとなり、大幅な引上げ

第3－（2）－8図　雇用者の年間収入の分布（25～39歳）
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資料出所
（注）

総務省統計局「就業構造基本調査」をもとに厚生労働省労働政策担当参事官室にて推計
1） 図の縦軸は年間収入の中位数を100とする指数でみて40ポイントの幅に入る雇用者の割合を示す
もの。

2） 各割合は年間収入階級別の雇用者数をもとに線型補間法により推計したもの。
3） 図の横軸は標記の数値を中央として前20ポイント、後20ポイントの幅を示しているもの。
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は見送られてきた。その後、2007年には、「成長力底上げ戦略推進円卓会議」における賃金
の底上げに関する議論にも配意し、全国加重平均で14円の引上げとなり、2008年には同議
論への配意に加えて、生計費の考慮に当たり、生活保護との整合性にも配慮することとした
改正最低賃金法の趣旨に基づき、同16円の引上げとなり、例年と比べて大幅な引上げがな
されている（付3－（2）－2表）。
一般労働者の賃金は第1十分位においても地域別最低賃金額を大きく上回っている一方、
短時間労働者の賃金の第1十分位では地域別最低賃金額に近く（2007年の短時間労働者の賃
金第1十分位数は719円、最低賃金額の全国加重平均は687円）、地域別最低賃金額の引上げ
は短時間労働者の下位層の賃金に大きく影響する一方で、一般労働者の賃金には大きな影響
を与えていないものとみられる（付3－（2）－3表）。
第3－（2）－10図により、それぞれの地域における雇用機会を示す有効求人の動きをみ

ると、最低賃金の引き上げ率の大きさが有効求人の変動に影響を与えるかどうか明確でな
い。
有効求人の動向は、景気動向等の最低賃金の引上げ以外の要素が大きく影響しているもの
と考えられることから、一概にはいえないものの、最低賃金は前述した3つの要素を考慮し
て適切に決定されるものであるから、雇用量を減少させてはいないということが考えられ
る。
最低賃金制度は、賃金コストの上昇を通じた労働力需要の抑制を回避するよう慎重に運用
されており、今後も社会各層からの理解のもとに、適切に運用される必要がある。なお、近
年生じている所得格差は、中間層が少なくなっていることから生じているものであって、こ
うしたことへの対処には、中間層を育て維持していくための、各企業における人材育成方針
や雇用慣行の影響も大きく、最低賃金制度の適切な運用を図るだけでなく、そうした方針や

第3－（2）－9図　雇用者の年間収入の分布（40～54歳）
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資料出所
（注）

総務省統計局「就業構造基本調査」をもとに厚生労働省労働政策担当参事官室にて推計
標記及び推計方法は第3－（2）－8図に同じ。
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慣行が、今後も国民経済的な観点からみて適切なものであることが期待されているように思
われる。
第3－（2）－11図により、一人当たり雇用者報酬と最低賃金額を国際的にみると、アメ
リカ、フランス、イギリスなどに比べ、一人当たり雇用者報酬は低い水準にある。最低賃金
額については、各国制度における適用範囲や、各国の賃金事情の違いなどから単純には比較
できないことに留意する必要がある。
また、一人当たり雇用者報酬に対する最低賃金の割合は国際的に見て高くない。（付3－

（2）－4表）。これは我が国に一般的にみられる勤続年数に応じて高まる賃金構造が平均賃
金を高める効果を持っているからだと考えられる。我が国社会の賃金構造の特徴を踏まえつ
つ、最低賃金制度をバランス良く運用していくことが求められる。

第3－（2）－10図　求人数の変化と最低賃金の引上げ

資料出所
（注）

厚生労働省「職業安定業務統計」、「地域別最低賃金の改定状況」
1）図表は、各都道府県について、最低賃金の引上幅と、有効求人数、の変化率についてプロット
したもの。

2）数値は2002年から2008年までの有効求人数、最低賃金額の増減率を示している。
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3）若年者の不安定就業

（1990年代の入職抑制によってもたらされた若年者の不安定就業問題）
我が国における今後の勤労者生活を展望した場合、雇用者の間で広がる格差の拡大がもた
らす影響が懸念される。また、1990年代以降、顕著にみられる若年層での格差の拡大は、
学校を卒業し就職する時の職業選択に起因するところが大きいと考えられる。
学校を卒業し就職することによって、職業生活に入り、そこから引退するまでの長期の期
間を展望すると、入職期から一生涯の間の職業能力の開発とそれに見合った所得形成の仕組
みは、極めて重要である。1990年代を通じた企業の入職抑制は、ちょうどその時代に就職
時期を迎えた若年者には、職業的自立にとっての大きな障壁となった。今日、若年層から中
壮年層へと移行する世代の中に、こうした障壁のため職業的自立に向けた課題をなお抱え続
けている者が少なからず存在していることは、我が国の労働問題を検討する場合の、避ける
ことのできない主要な論点の一つとなっているのである。
こうした問題に対処するためには、学校卒業時に円滑に就職できるよう、若年者に対し職

第3－（2）－11図　各国の一人当たり雇用者報酬と最低賃金額

資料出所

（注）

内閣府「国民経済計算」、（独）労働政策研究・研修機構「データブック国際労働比較（2008）」、
OECD「National Accounts」
1）一人当たり雇用者報酬及び最低賃金額は、各国通貨によるものを購買力平価基準によってUS
ドルに換算したものである。

2）一人当たり雇用者報酬は、ポルトガルのみ2006年のデータであり、他の国は2007年のデー
タである。

3）最低賃金額については、オランダが2008年から、日本、アメリカ、イギリス、フランス、韓
国が2007年から、スペインが2006年から、ベルギー、ルクセンブルク、ポルトガルが2005
年から、ギリシャが2004年から適用されている額である。
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業選択面での支援を充実させていくことが期待され、新規学卒時の職業選択における課題を
解決していくことが求められる。また、安定した経済成長のもと、企業も若者もともに中長
期的な展望のもとに計画的に職業生涯設計を考えることができる環境が整えられることが好
ましい。ただし、若年期の職務経験を通じた職業能力開発の機会を、すでに逸してしまった
者の不安定就業問題については、そうした者の雇用安定のために雇用機会の創出や職業能力
開発機会の提供などの対応を充実・強化する必要性も高まっていると考えられる。

（高校卒業者で上昇する非正規雇用割合）
第3－（2）－12図により、非正規雇用者の割合の上昇を学歴別にみると、高校卒業者と

大学卒業者では、高校卒業者での非正規雇用割合の上昇が大きい。また、これを年齢階級別
にみても、20歳台では、高校卒業者の非正規割合が大きく、また、その上昇のテンポも大
きい。
なお、大学卒業者の20～24歳層では、新規学卒者の就職状況の改善から2002年から2007
年にかけて、非正規雇用割合は低下している。
このように、若年層における非正規雇用割合の上昇は高校卒業者で大きく、高校卒業者の
就職環境の厳しさが反映されている面がある。ただし、大学進学率が上昇し、大学卒業者が
増加している中、雇用情勢が厳しかった1990年代後半から2000年代前半に大学卒業を迎え

第3－（2）－12図　非正規雇用者の割合（学歴別・年齢階級別）
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ることとなった20歳台後半から30歳台前半においては、大学卒業者についても非正規雇用
割合が上昇しており、非正規雇用の増加は、学歴を問わず厳しい入職抑制によってもたらさ
れたものであるととらえることもできる。

（非正規雇用者でも進行する高学歴化）
第3－（2）－13図により、正規雇用者と非正規雇用者の別に大学卒業者の割合をみると、
いずれにおいても、その割合は上昇しており、非正規雇用者でも高学歴化が進行しているこ
とが分かる。
また、非正規雇用者に占める大学卒業者の割合を年齢階級別にみると、男女とも15～24

歳層で上昇している（付3－（2）－5表）。大学卒業者の就職率は2001年3月卒より改善し
てきたが、大学進学率が上昇する中で、若年層において引き続き、非正規雇用に占める高学
歴者の割合は上昇している。

第3－（2）－13図　大学・大学院卒の割合（就業形態別）

資料出所
（注）

総務省統計局「就業構造基本調査」
1）大学・大学院卒の者を卒業者（学歴不詳を含む総数）で除した割合とした。
2）非正規雇用者は、「雇用者」から「正規の職員・従業員」を差し引いたものとした。
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（進学を通じて大都市圏に集中する若年者）
第3－（2）－14図により高等学校卒業者の進路をみると、高等学校の卒業者は長期的に
増加し、1992年3月卒が181万人とピークとなったが、この過程を通じて大学進学者も増加
してきた。しかし、高等学校卒業者が減少に転じても、進学率の上昇のもとで大学への進学
者はなお増加を続け、1980年代半ばから1990年代の末にかけ、大学進学者は長期の増加過
程をたどった。
これに伴い大学入学者は1980年代半ばより2000年にかけて増加したが、第3－（2）－15
図により、三大都市圏の大学に入学した者を、三大都市圏出身者とそれ以外の地方圏出身者
に分けてみると、地方圏出身者は、1985年度入学の10万4千人から2000年度入学の14万5
千人へと長期的に増加し、多くの地方圏出身者の若者が大学進学に伴って大都市圏に集中し
てきた。

第3－（2）－14図　高等学校卒業者の進路

資料出所
（注）

文部科学省「学校基本調査」
1）大学等進学者は大学、短期大学への進学者で通信教育部へ進学した者を除いた。
2）数値は、各年の3月卒のものとした。
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（三大都市圏でも大きく増加した若年の非正規雇用者）
1990年代の経済停滞のもとで、企業の採用抑制が全般的にみられたが、大学進学に伴い
大都市圏に集中した若年者が十分な雇用機会を得ることができたかが危惧される。
第3－（2）－16図により、大学卒業者に占める就職者の割合をみると、1990年代の初め

から2000年にかけて長期の低下を示したが、これを三大都市圏と地方圏に分けてみると、
1990年代の初めは、三大都市圏の就職者割合の方が高く、両者に2％ポイント程度の差が
あったが、就職者割合の低下を通じて次第にその差は小さくなり、2000年代前半において
は、地方圏での就職者割合の方が高かった。また、卒業者に占める一時的な仕事に就いた者
の割合をみると、1990年代初めには三大都市圏の方が地方圏よりも低かったが、1990年代
の後半には、三大都市圏の方が高く、2000年代前半には、さらにその差が拡大した。
こうした数値からは、地方圏から大都市圏に進学した者には、特に、1990年代後半以降、
希望する雇用機会を見つけることは難しく、不安定な就業機会であってもやむなく就業し、
引き続き地元から離れて大都市圏域内で生活を続けたものが少なからず存在したものとみら
れる。
高等学校卒業者の進路をみると無業者となる者の割合は地方圏の方が低い（付3－（2）

第3－（2）－15図　三大都市圏の大学入学者数と出身地域の内訳

資料出所
（注）

文部科学省「学校基本調査」
1）三都市圏は、埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、京都、大阪を合算したもの。その他は地方圏とした。
2）三都市圏の大学入学者数の内訳を三大都市圏出身者と地方圏出身者により区分したもの。
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－6表）。また、大学卒業者の進路を見ると進路未定者となる者の割合も2000年代後半以降
は地方圏の方が低い（付3－（2）－7表）。さらに、20歳台の非正規雇用割合を三大都市圏
と地方圏で比較すると、地方圏の方が低い数値を示している（付3－（2）－8表）。
大都市圏に多くの高等教育機関が立地しているため、進学に伴って若年者の大都市圏集中
が促されることとなるが、必ずしも常に大都市圏の方が就職しやすいというわけではなく、
高等学校卒業時の進路選択は、将来の職業の希望も含め慎重に判断される必要がある。特
に、地方圏では、大都市圏に比べ就職にあたっての地元企業との結びつきは強いものとみら
れ、そうした地の利を活かした職業選択が改めて見直される必要もあると思われる。

第3－（2）－16図　大学卒業者の進路（地域別）

資料出所
（注）

文部科学省「学校基本調査」
1）三都市圏は、埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、京都、大阪を合算したもの。その他は地方圏とした。
2）数値は、各年の3月卒のものとした。

（卒業者に占める一時的な仕事に就いた者の割合）
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（若年の単独世帯割合の上昇）
第3－（2）－17図により、一人で暮らしている単独世帯人員の総人口に対する割合を年

齢階級別にみると、20～24歳層で高まり、その後、低下するという形状をとっている。こ
れは、一般には、高等学校を卒業し、進学又は就職するにあたって、一人暮らしを始める者
がおり、その後、結婚によって家族を形成するというパターンをとることによるものと考え
られる。第3－（2）－17図は、同時出生集団（コーホート）ごとにみたものであるが、20
～24歳層をみると1995年から2005年の10年間で、この年齢層の単独世帯人員割合が上昇し
ていることが分かる。また、その後の年齢層においても、継続的に単独世帯人員割合が上昇
する傾向がみられる。
非正規雇用者が、その職業能力形成が進まず所得水準も上がりにくいことから、職業的自
立に困難を抱えていることは先に見たとおりであるが、このため、結婚し、家族を形成する
力も弱まっていることが懸念される。就業形態別に結婚の状況をみると、非正規雇用者は正
規雇用者に比べ、結婚する者の割合が低い（付3－（2）－9表）。若年層での非正規雇用割
合の上昇は、この層の職業的自立を困難にさせ、20歳台後半以降層の継続的な単独世帯割
合の上昇を引き起こしているものとみられる。
また、第3－（2）－18図により、単独世帯人員割合を三大都市圏と地方圏に分けてみる

第3－（2）－17図　単独世帯人員割合（コーホート変化）

資料出所
（注）

総務省統計局「国勢調査」
各年齢階級の単独世帯人員を各年齢階級の人口で除した割合。
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と、全般に三大都市圏の方が高く、2000年から2005年にかけては、三大都市圏の25～29歳
層で単独世帯人員割合の上昇が大きい。先にみたとおり1990年代後半において大都市圏で
は企業の採用抑制が強く表れ、大都市圏に集中した若者に十分な雇用機会が行きわたらな
かったことが懸念されるが、こうした環境のもとで、大都市圏域内で非正規の雇用に就いた
者も増加したものと考えられ、今日、そうした者が、20歳台後半から30歳台前半に到達し
ているものとみられる。2008年秋以降の厳しい経済収縮のもとで、雇用調整は、まず、非
正規雇用の削減から始まったが、職業的自立が果たせないまま、大都市圏で一人暮らしをし
ていた若者にとっては、雇用調整が、そのまま生活そのものの危機として現れた面があった
ものと推察される。

第3－（2）－18図　単独世帯人員割合（若年層・年齢階級別）

資料出所
（注）

総務省統計局「国勢調査」
1） 三都市圏は、埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、京都、大阪を合算したもの。その他は地方圏とした。
2） 単独世帯人員割合は単独世帯人員を人口で除した割合。

（三大都市圏）
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